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毎日１分間に１人の割合で、開発途上国の女性が妊娠にともなう合併症などで命を落としています。年間の死亡件数は約529,000人にも 

のぼるとされていますが、その大半は未然に防ぐことができたはずのものです。その解決策は「アクセス（利用できる）」という1つの言葉で言い表すことができます。 

情報が「利用できる」こと。避妊法を 「利用できる」こと。そして、出産の前後と分娩に必要な質の高いケアを「利用できる」こと。

1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議（ICPD）では、179カ国の代表が、“2015年までにリプロダクティブ・ヘルスサービスを 

全ての人が利用できるようになる”という目標を達成することに合意しました。それからの道のりは厳しいものでした。家族計画は妊産婦死亡を 

防ぐ上で、まず最初にとられるべき効果的な方法であるにもかかわらず、そのために提供される世界的な資金援助の総額は、過去10年間で 

40%近くも減少したのです。

2006年、バンコクで世界の国会議員や大臣らが一堂に会し、ICPD「行動計画」を実行に移すという公約を再確認しました。 

しかし、そのためには実際の行動が伴わなければなりません。リプロダクティブ・ヘルスへの法律面、財政面での支援がなければ、これからも 

1分毎に新たに１人の女性が死に至ることになります。こんなにも多くの女性が不必要に死んでいくのを見過ごしていてよいのでしょうか？

時は刻 と々過ぎています。
もしあなたの余命があと1分だけと宣告されたらあなたはどうしますか？ 

彼女に残された時間が
刻 と々なくなっています
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ICPD 行動計画実施のための国際国会議員会議 
2006年11月21-22日、バンコク

バンコク公約宣言 賛同者リスト
アイスランド
下院議員　グッドラン・オグムンズドティール
アイルランド
上院議員　メアリー・ヘンリー
アゼルバイジャン
下院議員　ラビヤット・アスラノバ
下院議員　マラハット・ハサノバ
アルジェリア
下院議員　ノーレディン・ベンブラハム
アルゼンチン
上院議員　マリア・クリスティーナ・ペルスバル
イギリス
下院議員　バロネス・ジェニファー・トング
イラン
下院議員　アハマッド・カース・アハマディ
下院議員　ラファト・バヤト
インド
下院議員　A.P.アブダラクッティ
下院議員　バラブバイ・キャシリア
下院議員　テハスィニ・シーラメッシュ
下院議員　プラティバ・シング
下院議員　ラクシュマン・シング
下院議員　R. センティル
国務大臣　サット・マハージャン
インドネシア
下院議員　アイシャ・ハミッド・バイドロウィ
下院議員　ジュナディ・ムハマッド・ハシム
下院議員　マリマ・ヌグラハ・ベソース
ウガンダ 
下院議員　エリオダ・ツムウェシギャ
ウルグアイ 
下院議員　アルヴァロ・アロンソ
下院議員　エデュアルド・アルフォンソ・ブレンタ
エクアドル
下院議員　マルタ・ロルドス
エジプト
下院議員　シェリーヌ・アハメッド・ファウアッド・アドベル・アジズ
下院議員　カリファ・ラドワン
エルサルバドル 
下院議員　マリア・ミルタラ・ロペス・メヒア
欧州議会
欧州議会議員　アン・ヴァン・ランカー（ベルギー出身）
オーストラリア
上院議員　ルス・ウエバー
上院議員　マルコム・ウォッシャー
上院議員　クレア・ムーア
オーストリア
下院議員　カール・オリンガー
ガーナ
大アクラ地域副大臣　下院議員　テレサ・アメレイ・タゴー
下院議員　アクア・セーナ・ダンスア
カーボベルデ
下院議員　ジャン・エマヌエル・ダ・クルス
ガイアナ
下院議員　インドラニー・チャンダーポル
カザフスタン
上院議員　ベクスルタン・トゥックシェフ
下院議員　バレリー・ドスカロフ
下院議員　ディナー・ヌーケタイェバ
カナダ
下院議員　イバン・ルービアー
上院議員　ローズ・マリー・ロシエー・クール
カメルーン 
下院議員　アンジェリーヌ・エビナ・ヌド・エンゴロ
カンボジア
下院議員　ソアー・フィリス・キム
下院議員　スダリー・クーオン
上院議員　シ・チャン・プン
キプロス
下院議員　キリアコス・ハジアニス
キルギスタン
下院議員　オズモンベック・アーティクバエフ
下院議員　カニベック・カパショビッチ
グルジア
下院議員　ジョージ・ツァナバ
下院議員　ジョージ・ツェレテリ
ケニア
下院議員　ベッティ・ニジェリ・テット
下院議員　ジェームズ・オミゴ・マガラ
コスタリカ 
下院議員　アナ・ヘレナ・チャコン
コソボ （セルビア）
下院議員　ジルフィジェ・ハンドジ
下院議員　ファットミール・ムラーシャ-コールクァク
コンゴ
下院議員　フィロメーン・ファウティ・サウンゴウ
サモア
女性・社会・地域開発担当大臣　フィアメ・ナオミ・マターファ
ジブチ
下院議員　ハッサン・ラヤレィ・アボーラーマン
シリア
下院議員　ナフィザー・ニバル・アル・モアレム
下院議員　アハマッド・ヒジ・モーマウド
ジンバブエ
ジェンダー担当大臣　下院議員　オッパ・ミュチングリ
スーダン
下院議員　タリグ・モハメッド・タウフィグ
下院議員　ジェームズ・ジャンガ・デューク
スイス
下院議員　ルース・リディア・ゲンナー
スウェーデン
下院議員　カリナ・ヘーグ
スコットランド
スコットランド議会議員　パトリック・ハービー　
スペイン 
下院議員　シンタ・カスティージョ
下院議員　エルビラ・ベラスコ
赤道ギニア
下院議員　アンヘル・セラフィン-セリーチュ・ダウガン‐マラボ
セネガル
下院議員　アミナタ・ムベンゲ・ニディイェ
ソマリア
下院議員　アシャ・アハメッド・アブダラ
ソロモン諸島
下院議員　ダニエル・エネーレ・クワナイララ
下院議員　ヒリー・フランシス・ビルズ
タイ
国家立法議会議員　カムトム・ウドムリッチルジュ
国家立法議会議員　ソムキアット・オンウィモン
国家立法議会副議長　チャラン・クラバニジャヤ
国家立法議会副議長　ポットジャニー・サナバラニット
国家立法議会議員　デーテス・ツェンジャイ
国家立法議会議員　スリン・ピクルソング
国家立法議会議長　ミーチャイ・ルチューパン
国家立法議会議員　ワエダオ・ワエマハディー
タジキスタン
下院議員　ママッドショー・イルーブ

チャド 
下院議員　アッバス・アリ・イッサ
国会議長　ゲレングダウクシァ・ウアイドウ・ナッスール
中国
国家人口・計画生育委員会委員長（大臣）　ザーン・ウェイキン
チュニジア 
公立病院担当公共衛生省国家書記　ネジーハ・エスチェイク
下院議員　キーラ・ラーガ・ベン・ファデール
チリ 
下院議員　マリア・アントニエータ・サー・ディアス
デンマーク 
下院議員　カーステン・ブロスボル
トーゴ
下院議員　グナミナ M.S. アガラム
トルコ
下院議員　ゼィネップ・ウスル
下院議員　ネビン・ガイェ・エルバトゥール
下院議員　マフューズ・グラー
ナイジェリア
下院議員　ファローク・アダム・アリユ
ナミビア
下院議員　ベンジャミン・ウレンガ
ニカラグア
下院議員　エミリア・トーレス・デ・メンデス
日本
衆議院議員　秋葉賢也
衆議院議員　福田康夫
ニュージーランド
下院議員　スティーブ・チャドウィック
下院議員　ジル・ペティス
ネパール
女性・児童・社会福祉担当国務大臣　ウルミラ・アリャル
下院議員　ビロド・カティワダ
下院議員　アシュタ・ラクシミ・シャキャ
国会副議長　チトラレーカ・ヤダブ
バーレーン
下院議員　ファクリア・シャーバン・グーレム・ディアリ
パキスタン
下院議員　リファット・ジャバイド・カーロン
上院議員　ヌールジハン・パネザイ
パラオ
下院議員　ノア T. イデチョング
国会副議長　テチトング・オカダ
下院議員　マリウール・ケライ
下院議員　ジョエル・トリビョング
上院議員　スランゲル S. ホィップス
フィリピン
国会議員　ダーリーン・マグノリア・アントニオ-カストディオ
国会議員　ジョエル・ビラヌエバ
国会議員　ギルバート・シーザー・レミュラ
フィジー
上院議員　ラトゥ・キニジョジ・メイバリリ
フィンランド
下院議員　ジャニーナ・アンダーソン
ブータン
下院議員　ニマ・ウォンディ
下院議員　ダッショー・リンジン・グャルツェン
下院議員　パッサン・デム
下院議員　ツェウォン・ドルジ
ブラジル 
下院議員　テルマ・サンドラ・デ・サウサ
フランス 
下院議員　エレーヌ・マリー・ルイーズ・ミニョン
ブルガリア
下院議員　アントニア・ステファノバ・パルバノバ
ブルキナ・ファソ
下院議員　ママドー・クリストフ・アウアッタラ
ブルンジ
下院議員　パスカシー・ヌキナハミラ
下院議員　ジャン・マリー・ルギラ
ベトナム
下院議員　ヴァン・デュール
下院議員　ドング A. トラン
ベニン
下院議員　レオン・ビオ・ビゴー
ベリーズ
下院議員　シルビア・フローレス
ペルー
国会議員　ダニエル・ロブレス・ロペス
ベルギー
上院議員　アレン・デステクス
下院議員　ヒルデ・ボートマン
ボスニア・ヘルツェゴビナ
下院議員　ミロラッド・ジフコヴィッチ
ボリビア
統治担当大臣　アリシア・ムニョス・アラ
下院議員　ハビエル・エドゥアルド・ザバレタ
ポルトガル
下院議員　ソニア・フェルトジノス
ホンジュラス 
下院議員　ミルナ・アイダ・カストロ・ロサーレス
マラウィ
下院議員　ジャスティン・チメラ・マレウェッツィ
マリ
下院議員　ファンタ・マンチーニ・ディアラ
マレーシア
下院議員　セング・ギアゥ・タン
南アフリカ 
下院議員　トブホワニ・ジョセフィン・ツシバーセ
メキシコ
下院議員　エルサ・デ・グアダルーペ・コンデ・ロドリゲス
モザンビーク
下院議員　カシミロ・ペドロ・サカデューラ・ウェート
モルディブ 
下院議員　イブラヒム・イスマィル
下院議員　マジーナ・ジャミール
モロッコ
下院議員　ノウザ・スカリ
モンゴル
下院議員　サックバーター
下院議員　ツーヤ・ダンザダラー
下院議員　ムンカツーヤ・ブディー
ヨルダン
下院議員　サルワ・シャハー・ダーメン・マスリ
ラオス
下院議員　フォンセプ・フォルセーナ
下院議員　チャンホン・マハクゼィ
リトアニア
下院議員　ビルーテ・ヴェサイテ
下院議員　マリッハ・オースリン・パビリオニエン
リベリア
下院議員　アロミザ・エノス
ルーマニア
下院議員　ガブリエラ・クレツ
ルワンダ
下院議員　オデット・ナイラミリモ
ロシア
下院議員　ノコライ・ゲラシメンコ

n  2006年11月21‐22日、タイ国バンコクに世界各地から参集した国会議員は、2002年11月の「オタワ公約宣言」および2004年10月の「ストラスブール 

公約宣言」で私たちが公約した「活動の進捗実績を評価する」という誓約を果たす。
n  この2つの宣言文は、私たちの行動の基準となる。
n  この2つの宣言文は、個人的にもまた共同でも、性／リプロダクティブ・ヘルスに関する課題に対処することを可能にする資源（資金）動員や環境創出の

ために活動することを公約した。
n  私たちの活動は以下のことを優先する：すべての個人の性／リプロダクティブ・ヘルスを推進し保護する；女性のエンパワーメント、ジェンダーの平等と 

公正の保護と促進；女性と少女に対するすべての形態の差別、強制と暴力の撤廃；妊産婦疾病および死亡と安全でない中絶の削減；および安全な母性

と家族計画サービスの強化；HIV/エイズの予防、ケア、治療と支援の普遍的アクセスの達成；HIV/エイズ関連活動と性／リプロダクティブ・ヘルス・プログ

ラムの統合；若者に対する学校内外における情報およびサービスの提供。
n  この2つの宣言文は、国家予算、分野横断的な方法、貧困削減戦略において、私たちが、包括的なリプロダクティブ・ヘルスに関する情報、サービス、資材

の利用を拡大させることに最大の優先順位を置くことを自らに公約した。
n  最も重要なことは、この2つの公約宣言が、これらの公約を具体的な成果とし、そして定期的かつ系統的に私たちの活動の進捗実績を報告する責任を 

課していることである。

実績評価
n  これまでの私たちの活動の進捗状況を評価した結果、特に次の３点が再確認された。

 a. 私たちの活動の基盤として、「国際人口開発会議ICPD行動計画」に対する確固たるコミットメントを行い、それを支持する。 

 b.「ミレニアム開発目標（MDGs）」およびその他の国際的に合意された開発目標を達成するうえで、ICPD行動計画は不可欠な役割を果たす。そして、 

 c. ICPD行動計画を実施可能とする資源動員と環境を創出するうえでの障害を明らかにし、克服する。
n 私たちは大きな成果を達成してきた。私たちはジェンダーの平等や、女性に対する暴力に関する分野で重要な法律を制定した。またICPD行動計画の

実施に向け、国内の資金配分を行うという点に関して、ある程度の成功をおさめた。性／リプロダクティブ・ヘルスに対する認識や態度を変化させ、開発 

プロセスにおいて主流化させるという、国内外での啓発活動の成果に関しては成否が入り混じっている。2005年の世界サミットを含む、世界の指導者ら 

による最高レベルの会議で公約されているにもかかわらず、「すべての人がリプロダクティブ・ヘルスを利用できるようになること」および「リプロダクティブ・ 

ヘルスと国際的な開発アジェンダの重要な関連性」は、今なおその実施に必要となる資金的裏づけをもって、法律や国家政策・プログラムに取り込まれ

ていない。
n エイズ治療のための資金が指数的に増加している一方、予防のため資金は今なお乏しい。妊産婦死亡を防ぐための基礎的な一歩である家族計画のた

めの資金がすべての人口関係の資金に占める割合は、1995年に55％であったものが現在9％へと低下した。リプロダクティブ・ヘルスのためのサービス

や資財に対する財源は依然として供給不足の状態にある。
n 妊産婦死亡および疾病に関する統計結果によれば、まだいくつかの地域で実質的な改善が見られず、HIV/エイズに関する統計には、緩やかな変化が 

見られるのみである。

今後の道のり
n 国家政策に関する対話および立法を促進し、より効果的な予算申請を見直すために、人口問題および性／リプロダクティブ・ヘルスに関する問題の解決

が開発目標の達成の中心となるという明確な証拠をまとめ、提示する必要がある。
n 私たちは国民に対して、国会の同僚国会議員に対して、政府に対して、そしてメディアに対して、以下の内容を含む情報を明確、簡明、簡単に伝達しなけれ

ばならない。

 a. 安全でない中絶を含む妊娠関連の合併症で毎分1人の女性が死亡しており、そのほとんどは途上国で起きている。

 b. 出産関連の合併症は、途上国において再生産可能年齢の女性の主な死因となっている。 

 c. すべての妊婦の１/３は妊娠期間において何のケアも受けることができていない；60％の出産は医療施設以外で行われている；わずかに出産の半数

だけが技能を持った助産師の手助けを得ている。

 d. 途上国におけるおよそ2億人の女性の効果的な避妊へのニーズが満たされていない。このニーズを満たすことができれば、年間2300万の計画外 

出産、2200万の人工中絶、5万3000人の安全でない中絶による死亡を含む14万2,000人の妊娠に関連する死亡、および140万人の乳児死亡を防ぐこと

になる。

 e. 毎日、およそ100万人が新たにHIVを含む性関連感染症（STIs）に感染している。これは途上国において、疾病に罹患した際の経済的損失の17％を 

占めており、世界中で疾病と死亡がもたらす負担の大きな部分を占めている。

  f. HIV感染の危険性が高い人々のうち、20％未満しか効果が証明された予防法を利用できていない。
n 2億人の女性のニーズを満たすことの費用対効果の高さを明確なメッセージとして伝えなければならない―その費用の中には緊急産科ケア、すべての

出産に技能を持った助産師の介添えが確保されること、HIV/エイズとともに生きる人々への予防、ケア、治療、および支援サービスの提供を含む。
n 私たちが明確かつ簡明に伝えなければならない最も重要な事柄は、人口および性／リプロダクティブ・ヘルス問題の解決に失敗した場合の人的、社会

的そして経済的コスト（被害）が膨大なものになるということである。
n 私たちは同僚国会議員ならびに政府官僚に対して、以下のことを納得するよう説得する必要がある。 

 a. 質の高いリプロダクティブ・ヘルス・ケアは命を救い、貧困を削減する。

 b. これまでの各国の開発計画の失敗は、性／リプロダクティブ・ヘルスへの投資および女性と少女の権利の推進の失敗もその原因となっている。 

 c. ミレニアム開発目標（MDGs）、特に極度な貧困と飢餓の撲滅は、人口、リプロダクティブ・ヘルスおよび持続可能な開発が、教育および健康に対する 

投資や、女性における予防可能な死亡の予防対策を通して適切に取り組まれなければ、達成されることはない。
n 私たちは、社会のすべての分野に積極的にかかわり、彼らの懸念に耳を傾け、彼らの理解とその置かれた現実について話し合い、彼らと適切な方法で

性／リプロダクティブ・ヘルスに関する問題について、公的に礼儀正しく理解を求める対話を行う。
n 私たちは、質の高いリプロダクティブ・ヘルスに関する情報およびサービスに対する、社会の様々な分野の理解と支援を取り付けなければならない。 

それは農村地域でも（入手の面でも、アクセスの面でも、金額面でも）利用可能なものでなければならず、女性の健康や生活を守り、彼女たちの潜在能力

を満たし、そして社会に生産的に貢献する選択を可能にするというものである。安全でない中絶が女性死亡の主因の一つであることを認識し、この情報

をICPD行動計画の実施に責任を持つ、同僚国会議員および政府官僚に伝えなければならない。
n 私たちは以下の事柄にコミットする。

 a. 少なくとも国家開発予算および開発援助予算の10％を、HIV/エイズ予防および特に家族計画とリプロダクティブ・ヘルス関連機材を含む人口と 

リプロダクティブ・ヘルス・プログラムに向けるようにする。 

 b.「リプロダクティブ・ヘルスをすべての人が利用できるようにする」という新しい目標を、国家開発戦略の中に直ちにそして十分に統合し、関連省庁に 

おける計画、実施、モニタリングの中で最も重視されるようにしなければならない。

 c. それぞれの国の政府が、「2015年までにリプロダクティブ・ヘルスをすべての人が利用できるようにする」という目標をモニターするための指標を 

国連加盟国が採択するよう働きかける。そしてその指標が採択された際は、各国のニーズに応じたプログラム指標で補足し、直ちにその指標を使うよう

働きかける。

 d. 現在行われている国連改革プロセスは、国連の重要な使命、例えば人口問題、ジェンダーの平等、および性／リプロダクティブ・ヘルスなどの分野

を保護、促進、拡大し、これらの分野が各国の開発に対する国連支援の中心となるものであることが理解されるよう、各国行政機関との密接な連携の 

もとで活動する。

 e. 法律が制定され、また政策が採択された場合、それらが確実に実施されるようにする。さらに私たちは、これらの法律や政策に実施進捗を国会で 

報告するという条項を盛り込むようにする。

 f. 政治的意志を創出し、反対勢力に対抗するために必要な大衆の支援を動員し、人口とリプロダクティブ・ヘルス関連課題に関する誤解を正すために、

同僚国会議員、政府官僚、地元NGOおよび個人との間のネットワーク、連携、パートナーシップを構築する。

 g. 持続可能な生産および消費パターンの必要性、持続可能で公正性を確保した天然資源の利用、そして環境劣化の防止策および気候変動への対策

を含む、人口、リプロダクティブ・ヘルスそして環境の関連性に対する認識を向上し、解決に向ける立法と政策を推進する。

 h. 私たちのメッセージを可能な限り広く伝えるために、メディアといかに効果的に協力するかを学ぶ。

 i. モデルとなる立法や政策を含む経験と正確な情報の交換、成功事例の共有、失敗からの学習、また活動のモニターのために他の国会議員とネット 

ワークを形成する効果的なメカニズムを発展させるために、地域国会議員グループおよびUNFPAとのパートナーシップを構築する。

 j. 先住民、移民、難民、障害者、その他の社会の周辺に追いやられた人々、および社会的に脆弱な（被害を受けやすい）グループを含む人々の権利を 

守り、促進するために、関連するすべての国際的な協定を批准し、その主要な条項を実施する各国の努力を主導する。

 k. 若者が意思決定および開発プロセスの中で重要な役割を果たすことを理解し、彼らの強い希望、そして性／リプロダクティブ・ヘルスおよびリプロダ

クティブ・ライツを各国の立法の中に取り込むようにする。

 l. 政府および民間部門に対し、例えばワクチンや抗菌剤といった新しい疾病予防技術の研究と開発、および子宮頸がんを予防する可能性を持っている

新開発のヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンへのアクセスの促進に優先的に取り組み、資金を増加させるよう要請する。

 m.健康を増進し、不妊、子宮頸がん、妊婦および新生児の合併症や死亡、HIV/エイズへの脆弱性（感染しやすさ）を防ぐために性関連感染症（STIs）の

管理と予防を行う。
n これらの目標を達成するためには、地方レベルでも、各国レベルでも、地域的にも、国際的にも、共同でコミットすることが必要不可欠である。

誓約
n	これらの目的を達成するために、私たち国会議員は一連の地域活動計画に合意した。これらの計画は短期、中期、長期目標の基礎を形成するもので	
あり、ここバンコクで私たち自身が公約したものである。私たちはこれらの行動計画を実行し、その進捗状況について系統的にそして活発に、計測可能
な指標（ベンチマーク）に基づいてモニターすることを誓約する。私たちはさらに、私たちの活動の不可分な要素を定期的に検討し、国会議員グループを	
通じて定期的に報告し、私たちの行動の進捗を評価するために3年後に再び参集することを誓約する。

和訳：アジア人口・開発協会 (APDA)


